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表 6.4-1(1) 調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要(大気環境)(2/6)  

環境要素の区分 
影響要因の 

区分 

調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要 

(

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素)

 

(

大
気
環
境)

 

騒
音 

騒
音 

(工事の実施) 【調査の結果】 

1)騒音の状況 

a)建設機械の稼働が予想される対象事業実施区域及びその周辺における騒

音レベル 

対象事業実施区域及びその周辺の区域では、環境基本法に基づく騒音に係る

環境基準の類型の当てはめ地域の指定はされていない。A 及び B 地域における

環境基準を参考値として調査結果との比較を行うと、集落内の騒音は、下嵯峨

谷地区及び京造地区において、休日の夜間において環境基準値を満たしていな

いが、菟野尾地区、敷水地区、見の越地区、月野尾地区、及び予子林地区にお

いては、昼間、夜間ともに環境基準を満たしている。 

b)道路の沿道の騒音レベル 

対象事業実施区域及びその周辺の区域では、環境基本法に基づく騒音に係る

環境基準の類型の当てはめ地域の指定はされていない。市道公園清水橋線沿道

は、B 地域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する地域の環境基準を、

主要地方道小田河辺大洲線沿道、市道京造・見の越線沿道、市道見の越・敷水

線沿道、市道谷口・敷水線沿道及び市道大坪息引線沿道は A 及び B 地域におけ

る環境基準を参考値として調査結果との比較を行うと、主要地方道小田河辺大

洲線沿道では昼間、夜間ともに環境基準を満たしていないが、その他の地点で

は昼間、夜間ともに環境基準を満たしている。 

また、対象事業実施区域及びその周辺の区域では、騒音規制法第 3 条の規定

に基づく騒音について規制する地域の指定はされていない。市道公園清水橋線

沿道は b 区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域、主要地方道

小田河辺大洲線沿道、市道京造・見の越線沿道、市道見の越・敷水線沿道、市

道谷口・敷水線沿道及び市道大坪息引線沿道は a 区域及び b 区域のうち一車線

を有する道路に面する区域の自動車騒音の要請限度を参考値として調査結果

との比較を行うと、いずれの調査地点も、昼間、夜間ともに要請限度を下回っ

ている。 

 

2) 地表面の状況 

菟野尾地区、敷水地区、見の越地区及び月野尾地区の各集落の周辺は田園と

して利用され、その周辺に樹林が広がっている状況である。 

下嵯峨谷地区及び京造地区の周辺はほとんどが樹林であり、予子林地区周辺

は住居地区として利用され、その周辺に樹林が広がっている状況である。 

 

3) 工事用車両の運行が予想される道路の沿道の状況 

各集落における道路沿道には家屋等が並んでおり、沿道の騒音が問題となる

学校、病院は存在しない。また、道路沿道には自動車騒音の伝播経路上に遮蔽

物となる地形・工作物等は存在しない。 

自動車交通量については、敷水地区の市道谷口・敷水線の日交通量は、平日

で約 140 台/日、休日で約 120 台/日、下敷水地区の主要地方道小田河辺大洲線

の日交通量は、平日で約 1,100 台/日、休日で約 820 台/日、見の越地区の市道

見の越・敷水線の日交通量は、平日で約 40 台/日、休日で約 40 台/日、月野尾

地区の市道京造・見の越線の日交通量は、平日で約 80 台/日、休日で約 70 台/

日、京造地区の市道大坪息引線の日交通量は、平日で約 60 台、休日で約 20 台

/日、鹿野川地区の主要地方道小田河辺大洲線の日交通量は、平日で約 1,400

台/日、休日で約 1,000 台/日、予子林地区の市道公園清水橋線の日交通量は、

平日で約 490 台/日、休日で約 240 台/日であった。 
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表 6.4-1(1) 調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要(大気環境)(4/6) 

環境要素の区分 
影響要因の区

分 

調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要 

(

騒
音)

 

(

騒
音)

 

(工事の実施) 2) 基準又は目標との整合性に係る評価 

予測地域は、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）第 3 条の規定に基づく騒

音について規制する地域の指定はされていないが、集落内の土地利用が主に住

居であることを考慮し、評価の基準を設定した上で、調査及び予測の結果との

間に整合が図られるかどうかを検討することにより行った。 

建設機械の稼働に係る騒音については、騒音規制法第 15 条に基づく特定建

設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年厚生省・建設省

告示第 1 号）に示される特定建設作業に係る騒音の規制基準値の 85dB を用い

た。 

予測結果と騒音規制法に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準値(85dB

以下)の比較を行った結果、建設機械の稼働に係る騒音は、騒音レベルの 90 パ

ーセントレンジの上端値(LA5)又は騒音レベルの最大値の平均値(LAmax)におい

て、特定建設作業に係る騒音の規制基準値の 85dB 以下と予測され、基準との

整合は図られる。 

工事用車両の運行に係る騒音については、騒音規制法第 17 条第 1 項の規定

に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成 12 年総理

府令第 15 号）における自動車騒音の要請限度を評価の基準とした。なお、予

子林地区は b 区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域、敷水地

区、下敷水地区、京造地区及び鹿野川地区については a 区域及び b 区域のうち

一車線を有する道路に面する区域の自動車騒音の要請限度を用いた。 

予測結果と騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度値（一車線道路：65dB

以下、二車線道路：75dB 以下）の比較を行った結果、工事用車両の運行に係る

騒音は、一車線道路で最大 64dB、二車線道路で最大 65dB であり、騒音規制法

に基づく自動車騒音の要請限度値である一車線道路の 65dB、二車線道路の 75dB

を下回ると予測され、いずれも基準との整合は図られる。 

 

(

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
） 

(

大
気
環
境)

 

振
動 

振
動 

工事の実施 【調査の結果】 

1) 工事用車両の運行が予想される道路の沿道における振動の状況 

市道谷口・敷水線沿道、市道京造・見の越線沿道、市道大坪息引線沿道、鹿

野川地区の主要地方道小田河辺大洲線沿道及び市道公園清水橋線沿道におけ

る振動の状況は、昼間及び夜間の時間区分における平均で測定信頼限界値

(30dB)未満である。下敷水地区の主要地方道小田河辺大洲線沿道においては、

最大で平日及び休日の昼間に 32dB、市道見の越・敷水線沿道においては、最大

で休日の昼間に 31dB である。 

対象事業実施区域及びその周辺の区域では、振動規制法(昭和 51 年法律第 64

号)第 3 条の規定に基づく振動について規制する地域の指定は行われていない

が、同施行規則（昭和 51 年総理府令第 58 号）第 12 条における第 1 種区域の

道路交通振動の要請限度を参考値として調査結果との比較を行うと、全ての地

点において昼間、夜間ともに要請限度を下回っている。 

2) 地盤の状況 

敷水地区、下敷水地区、見の越地区、月野尾地区、鹿野川地区、京造地区及

び予子林地区は、中・古生代の岩盤を基盤とし、上に段丘堆積物、岩屑堆積物、

河床堆積物が堆積している。また、市道谷口・敷水線沿道、主要地方道小田河

辺大洲線沿道、市道見の越・敷水線沿道、市道京造・見の越線沿道、市道大坪

息引線沿道、市道公園清水橋線沿道における地盤卓越振動数は 18.6～62.1Hz

であり、調査地点は概ね固結地盤と考えられる。 
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表 6.4-1(4) 調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要（動物）(17/17) 
環境要素 
の 区 分 

影響要因 
の 区 分 

調査、予測、環境の保全のための措置、環境の状況把握のための措置、 

評価の結果の概要 

(工事の実施) 
（
生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の
体
系
的
保
全
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
） 

（
動
物
） 

（
重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
） 

（土地又は工

作物の存在及

び供用） 

【環境の保全のための措置】 

予測の結果から、昆虫類の重要な種のうち、オモゴミズギワカメムシの 1 種、

底生動物の重要な種のうち、キイロサナエ及びアオサナエの 2 種については、環

境保全措置の検討を行う項目とした。 

 

・オモゴミズギワカメムシ、キイロサナエ、アオサナエ 

○直接改変の影響を受ける個体の移植を実施する。 

・生息適地を選定するとともに各種の生態等を踏まえ、移植を行う。 

○生息適地となる環境を整備し、直接改変の影響を受ける個体の移植を実施す

る。 

・移植先となる生息適地が不足する場合、改変区域の周辺地域や建設発生土処

理場跡地等に生息適地となる環境を整備し、移植を実施する。 
 

 

【環境の状況把握のための措置（事後調査）】 

 サシバ、クマタカ、ヤイロチョウ、オモゴミズギワカメムシ、キイロサナエ及

びアオサナエについて事後調査を実施する。サシバについては、「生態系」に示

す。 

 

・クマタカ 

調査時期は工事の実施中とし、調査地域は専門家の指導及び助言を得た上で決

定する。 

調査方法は、クマタカのつがいの生息状況及び繁殖状況の確認による。 

 

・ヤイロチョウ 

調査時期は工事の実施中とし、調査地域は専門家の指導及び助言を得た上で決

定する。 

調査方法は、繁殖期前にヤイロチョウの生息状況の確認による。 

 

・オモゴミズギワカメムシ、キイロサナエ、アオサナエ 

(1) 環境保全措置の内容を詳細にするための調査 

調査時期は工事の実施前とし、調査地域は保全対象種の生息している地域及び

移植の候補地とする。 

調査方法は、現地における保全対象種の生息状況及び生息環境並びに移植の候

補地の環境の確認による。 

(2) 環境保全措置実施後に環境の状況を把握するための調査 

調査時期は工事の実施中及び供用開始後とし、調査地域は移植の実施箇所とす

る。 

調査方法は、現地における保全対象種の生息状況及び生息環境の確認による。 

 
【評価の結果】 

1) 回避又は低減に係る評価 
動物については、動物の重要な種について調査、予測を実施した。その結果、

オモゴミズギワカメムシ、キイロサナエ及びアオサナエの 3 種について、環境保

全措置の検討を行い、動物への影響を低減することとした。その結果、移植等に

より環境保全措置を実施し、さらに、事後調査を実施することとした。これによ

り、動物に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

されると判断する。 

 

















 

6.4-42 

表 6.4-1(6) 調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要（生態系）(1/3) 

環境要素 

の 区 分 

環境要因 

の 区 分 

調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要 

工事の実施 上
位
性
（
陸
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【調査の結果】 

上位性（陸域）の注目種として、食物連鎖において高次捕食者であると考

えられる種のなかから、対象事業実施区域及びその周辺の区域への依存度、

調査すべき情報の得やすさ等を勘案して、オオタカ及びサシバを抽出した。 

1）オオタカ 

オオタカは繁殖期だけでなく、周年を通じて確認された。 

調査地域で繁殖するつがいとして、3 つがい（O-A、O-B、O-C つがい）の

生息が確認された。各つがいは、貯水予定区域の南側（O-A つがい）、貯水

予定区域の上流域（O-C つがい）、さらにその上流（O-B つがい）に分布し

ていた。 

繁殖つがいは、スギ・ヒノキ植林、落葉広葉樹林及びアカマツ林を営巣地

に利用していた。 

狩りに関する行動は、スギ・ヒノキ植林、常緑広葉樹林及び落葉広葉樹林

で多く確認された。 

2）サシバ 

サシバは、7 つがい（S-A、S-B、S-C、S-D、S-E、S-F、S-G つがい）の生

息が確認された。 

河辺川流域で 5 つがい（S-A、S-B、S-E、S-F、S-G つがい）、船戸川流域

で 2 つがい（S-C、S-D つがい）が分布していた。 

繁殖つがいは、スギ・ヒノキ植林、アカマツ林及び常緑広葉樹林を営巣地

に利用していた。 

狩りに関する行動は、アカマツ林、スギ・ヒノキ植林及び落葉広葉樹林で

多く確認されたほか、草地等の開けた環境でも確認された。 

工事の実施 上
位
性
（
河
川
域
） 土地又は工

作物の存在

及び供用 

【調査の結果】 

上位性（河川域）の注目種として、食物連鎖において高次捕食者であると

考えられる種のなかから、対象事業実施区域及びその周辺の区域への依存

度、調査すべき情報の得やすさ等を勘案して、ヤマセミを抽出した。 

ヤマセミは、ダム堤体上流及び下流に広範囲に 3 つがい（Y-A、Y-B、Y-C

つがい）が分布していた。このうち、Y-C つがいについては、平成 17 年 3

月に雌が落鳥し、つがいが生息しなくなったことを確認した。 

繁殖つがいは、狩り場となる河川や鹿野川湖付近の土壁及び人工構造物を

営巣地に利用していた。 

狩りに関する行動は、瀬と淵のほか、鹿野川湖においても確認された。 

工事の実施 上
位
性
（
陸
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【予測の結果】 

陸域生態系への影響を、食物連鎖の上位に位置する種及びその生息環境の

保全が下位に位置する生物を含めた地域の生態系の保全の指標となるとい

う観点から予測した結果、上位性の注目種であるオオタカ及びサシバの生息

は維持されると考えられたことから、食物連鎖の下位に位置する生物を含め

た地域の生態系も維持されると考えられる。 

 

工事の実施 

（
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
） 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

上
位
性
（
河
川
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【予測の結果】 

河川域生態系への影響を、食物連鎖の上位に位置する種及びその生息環境

の保全が下位に位置する生物を含めた地域の生態系の保全の指標となると

いう観点から予測した結果、上位性の注目種であるヤマセミの生息は維持さ

れると考えられたことから、食物連鎖の下位に位置する生物を含めた地域の

生態系も維持されると考えられる。 
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表 6.4-1(6) 調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要（生態系）(2/3) 

環境要素 

の 区 分 

環境要因 

の 区 分 

調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要 

工事の実施 典
型
性
（
陸
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【調査の結果】 
陸域で広くみられる生息・生育環境としては、「広葉樹林、アカマツ林及

び水田をパッチ状に含むスギ・ヒノキ植林及びそこに生息・生育する生物群

集」により表現される典型性があげられる。 
スギ・ヒノキ植林（壮齢林）は、標高の低い場所から高い場所までの広い

範囲に連続的に分布している。常緑広葉樹林は、主に河辺川沿いの標高が低

く急傾斜の場所に帯状に分布している。落葉広葉樹林は、主に斜面中腹の傾

斜がやや急な場所に点在している。アカマツ林は、主に斜面中腹から尾根沿

いにかけての傾斜がやや急な場所に点在している。水田は、斜面中腹や谷沿

いの緩傾斜の場所に点在している。 
スギ・ヒノキ植林（壮齢林）や落葉広葉樹林等の樹林内にはヒメネズミ、

テン等の哺乳類、ヤマガラ、ウグイス等の鳥類、ミヤマクワガタ、ウスベニ

コヤガ、コブマルエンマコガネ等の昆虫類が生息しているほか、樹林内やそ

の林縁部にはヒヨドリ、シジュウカラ等の鳥類が生息している。また、樹林

に隣接しており、樹林より開けた環境である水田周辺には、ホオジロ等の鳥

類、オオヨコバイ、キスジミゾドロムシ等の昆虫類が生息しており、また、

水辺環境である水田やその周辺には、キセキレイ、ツバメ等の鳥類、イモリ、

ヤマアカガエル等の両生類が生息している。また、調査地域に広く生息して

いる種も多く、アカネズミ、タヌキ等の哺乳類、カナヘビ、アオダイショウ

等の爬虫類、ナガチャコガネ、クロクモエダシャク等の昆虫類は樹林や水田

等の様々な環境に生息している。 
工事の実施 典

型
性
（
河
川
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【調査結果】 
河川域で典型的にみられる動植物の生息・生育環境は、｢川幅が狭く小落差

の多い渓流的な河川｣、｢山間部を流れる河辺川｣及び｢ゆるやかに蛇行しなが

ら流れる川幅の広い肱川｣」の 3区分に区分できる。 
・「川幅が狭く小落差の多い渓流的な河川」 
山間部の谷間を流れる源流的な河川で、川幅は狭く、瀬から淵への移行は、

大きな段差を伴う環境であり、そのような環境に依存した、カワガラス等の

鳥類、カジカガエル等の両生類、タカハヤ、オオヨシノボリ等の魚類がみら

れる。 

・「山間部を流れる河辺川」 
山間部の谷間を流れる源流的な河川で、川幅はやや広く、早瀬、平瀬、淵

が連続する環境であり、そのような環境に依存した、キセキレイ等の鳥類、

カジカガエル等の両生類、ウグイ、オイカワ等の魚類がみられる。 

・「ゆるやかに蛇行しながら流れる川幅の広い肱川」 

山間部の比較的開けた谷部を流れる河川で、川幅は広くながれは緩やかで、

平瀬・早瀬・淵が分布し、河岸には河原が発達し、ツルヨシ群落が分布して

いる環境であり、そのような環境に依存したアオサギ、カワセミ等の鳥類、

ニゴイ、ヌマチチブ等の魚類がみられる。 

工事の実施 

（
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
） 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

典
型
性
（
陸
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【予測の結果】 

「広葉樹林、アカマツ林及び水田をパッチ状に含むスギ・ヒノキ植林」の

対象事業の実施に伴い消失する面積は約 0.87km2（消失率 1.40％）と小さい。 
対象事業の実施に伴い、河川沿いの樹林のうち、山鳥坂ダム堤体より上流

に位置する約 5km の範囲が消失すると予測される。しかし、周辺には、消失

する環境と同様の常緑広葉樹林を含むまとまった樹林が広く残存し、貯水予

定区域の左右岸に分布する大きなまとまりはほとんど分割されない。また、

樹林の階層構造に大きな変化は生じないと考えられることから、「広葉樹林、

アカマツ林及び水田をパッチ状に含むスギ・ヒノキ植林」への影響は、貯水

池や付替道路等の出現する範囲にとどまると考えられる。 

また、貯水予定区域の上流側及び下流側の広い範囲に同様の環境及び渡河

地点が残存することから、これらの哺乳類の移動に対する生息環境の変化は

小さいと考えられる。 

以上のことから、生息・生育する生物群集は維持され、「広葉樹林、アカ

マツ林及び水田をパッチ状に含むスギ・ヒノキ植林（典型性）」は対象事業

の実施後も維持されると考えられることから、典型性からみた陸域の地域を

特徴づける生態系は維持されると考えられる。 
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表 6.4-1(6) 調査、予測、環境の保全のための措置、 
環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要（生態系）(3/3) 

環境要素 

の 区 分 

環境要因 

の 区 分 

調査、予測、環境の保全のための措置、 

環境の状況把握のための措置、評価の結果の概要 

工事の実施 典
型
性
（
河
川
域
） 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

【予測の結果】 

・「川幅が狭く小落差の多い渓流的な河川」 

「川幅が狭く小落差の多い渓流的な河川」は、河辺川上流部及びその支川

に位置しており、貯水池の出現による水没により約 2.3km の区間が消失す

る。しかし、消失する区間は支川の最下流部に限られ、大部分は貯水予定区

域の上流に連続性を保ちながらまとまって残存する。 

以上のことから、「川幅が狭く小落差の多い渓流的な河川及びそこに生

息・生育する生物群集により表現される典型性」は維持されると考えられる。 

・「山間部を流れる河辺川」 

「山間部を流れる河辺川」は、河辺川の下流域から中流域に位置している。貯

水池の出現による水没により約 5.5km の区間が消失し、ダム堤体及び貯水池を挟
んでその上流側と下流側に分断される。しかし、消失する区間に生息する魚類及

び底生動物は、貯水予定区域の上下流でも確認されており、上下流にはそれぞれ

まとまった生息・生育環境が残存することから、魚類及び底生動物の生息は維持

されると考えられる。 

対象事業実施区域より下流の「山間部を流れる河辺川」の一部は、流況の変化

については、現況と大きく変わらないと考えられる。 

土砂供給の変化については、生息または産卵環境が変化するものの、現況の魚

類群集及び底生動物群集は維持されると考えられる。 

水質の変化については、工事の実施中、ダムの供用後ともに、水質の変化は小

さいと予測されることから、魚類等の生息環境の変化は小さいと考えられる。 

また、「山間部を流れる河辺川」の一部は、対象事業の実施により新たな環境

の出現で、オイカワ、カワムツ B 型等の魚類、カイツブリ、アオサギ等の鳥類の
生息環境となり、オシドリ、トモエガモ等の冬鳥の越冬地となると考えられる。 

以上のことから、「山間部を流れる河辺川及びそこに生息・生育する生物群集

により表現される典型性」は維持されると考えられる。 

・「ゆるやかに蛇行しながら流れる川幅の広い肱川」 

「ゆるやかに蛇行しながら流れる川幅の広い肱川」の流況の変化について

は、河川敷に生育するツルヨシやミゾソバ等に対する冠水頻度は、現況と大

きく変わらないと予測されることから、河川植生は現況と概ね同じ状況で維

持されると考えられる。 

土砂供給の変化については、山鳥坂ダム下流の「ゆるやかに蛇行しながら

流れる川幅の広い肱川（典型性）」では、生息または産卵環境が変化するも

のの、現況の魚類群集及び底生動物群集は維持されると考えられる。 

水質の変化については、工事中、ダムの供用後ともに、水質はほとんど変
わらないと予測されることから、魚類等の生息環境の変化は小さいと考えら

れる。 

以上のことから、「ゆるやかに蛇行しながら流れる川幅の広い肱川及びそ

こに生息・生育する生物群集により表現される典型性」は維持されると考え

られる。 
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【環境の保全のための措置】 

環境保全措置の検討を行う項目はない。 
【環境の状況把握のための措置（事後調査）】 
 上位性の注目種であるサシバについて事後調査を実施する。 
調査時期は工事の実施中とし、調査地域は専門家の指導及び助言を得た上

で決定する。 

調査方法は、サシバのつがいの生息状況及び繁殖状況を確認することとす

る。 

【評価の結果】 

1) 回避又は低減に係る評価 

生態系については、地域を特徴づける生態系について、上位性、典型性の

観点から調査、予測を実施した。その結果、上位性の注目種の生息及び典型

的な生息・生育環境は維持され、地域の生態系は維持されると考えられる。

また、このほかに環境への配慮として、植生の回復、貯水池法面の樹林の保
全、外来生物による被害の防止、生物の生息状況の把握、環境保全に関する

教育・周知等により、生態系に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減されると判断する。 

 
















